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I．イントロダクション

　第二次世界大戦後，保健医療分野においても様々な国際的な枠組みが作られてきた。健康に関する

新しい定義を提唱した WHO 憲章i）（1946 年），プライマリ・ヘルス・ケアの重要性を初めて明示した

アルマアタ宣言ii）（1978 年），ヘルスプロモーションの定義を示したオタワ宣言（1986 年）iii）は，各国

におけるその後の新たな指針となった。

　栄養に関連する国際的な枠組み作りの流れとしては，2008 年のランセット誌上における第 1 回母

子栄養シリーズ1），2010 年の SUN（Scaling Up Nutrition）の立ち上げ2），2012 年 5 月に開催された

第 65 回 WHO 総会における，栄養のための包括的実施計画採択3），2012 年 8 月に開催されたロンド

ンオリンピック・パラリンピックにおける，イギリス・ブラジル政府共催のハイレベル栄養イベント，

2013 年 6 月に開催されたプレ G8 ハイレベル栄養イベント『成長のための栄養（Nutrition for 

Growth）』，2013 年 8 月のランセット誌上における第 2 回母子栄養シリーズ4），2014 年 FAO・WHO

共催の第 2 回国際栄養会議（ICN2）5），2016 年 8 月のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
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クにおける，日本，ブラジル，英国共催の『成長のための栄養イベント』6）などがある。

II．栄養に関する，期限付きの国際的な目標

1．SUN ムーブメント戦略（2010-2015）

　2010 年に立ち上げられた SUN ムーブメントに加盟する SUN カントリー（栄養改善の取組みを主体

的に実施する途上国）が，後述する Global Nutrition Target 2025 を達成することを目指してそれぞ

れ目標を設定して取り組んでいくものである2,3）。

2．Global Nutrition Target 2025（WHO 国際栄養目標 2025）（2012-2025）

　2012 年の，第 65 回 WHO 総会で採択された“Comprehensive implementation plan on maternal, 

infant and young child nutrition”の中で，Global Nutrition Target 2025 として次の 6 つの目標を，

2025 年までに達成することを目指すとした。6 つの目標の項目は，1）Stunting（発育阻害）　2）Anemia

（貧血）　3）Low Birth Wight（低出生体重）　4）Childhood Overweight（小児期の過体重）　5）Breastfeeding

（母乳育児）　6）Wasting（消耗症）である3）。

　Global Nutrition Target 2025 で掲げられた 6 つの目標のうち 4 つの目標は，世界規模の課題に投

資を行う世界銀行においても重点項目とされた。4つの項目とは，Stunting（発育阻害），Anemia（貧

血），Exclusive Breastfeeding（完全母乳育児），Wasting（消耗症）である7）。

　特に，小児期の Stunting（発育阻害）が及ぼす悪影響が，健康面のみならず身体機能全般や認知機

能及び経済活動にまで広範に亘るというエビデンスが蓄積してきている1,8-11）。

　また，小児期に Stunting（発育阻害）の状態にあると，就学状況や就労状況に不利益な状態になり

やすく，貧困から脱出することが困難になることも示されている12-15）。一方で，消耗症を改善する

ことが，アジア・アフリカ地域における国民 1 人あたり GDP を 4〜11％向上させるという試算もあ

る16）。

　2016 年に発行された世界銀行の年次報告書においても，世界規模での栄養状態改善に向けた取組

みの重要性が，繰り返し述べられている17）。

3．Nutrition for Growth（2013-2020）

　2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピックを契機に，国際的なイベントの機会を活用し，

地球規模の課題に対する具体的な行動を国際社会に求める潮流が形成された。2013 年に開催された，

イギリス・ブラジル両政府及びザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド財団共催のプレ G8

ハイレベル栄養イベントにおいて，94 の政府・関係機関が出席し，“成長のための栄養（Nutrition 

for Growth）”コミットメントに署名した6）。この中には，2020 年までに達成すべき栄養改善ターゲ

ットが設定されている。

　具体的には，1）　少なくとも 5 億人の妊婦及び 2 歳未満の子どもに効果的な栄養の介入がなされる

ことを確実にする，2）　5 歳未満の発育阻害の症状にある子どもの数を少なくとも 2000 万人減らす，

3）　発育阻害を予防し，母乳育児を増やし，重度急性栄養不良の治療を増やすことによって，170 万

人の 5 歳未満の子どもの命を救う，である6）。

　この流れは，2016 年 8 月に開催されたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックにも引き
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継がれ，ブラジル，日本，英国の共催により「成長のための栄養イベント： 全ての人々の健康な食へ

のアクセス促進のための行動で栄養不良に対する進捗を加速させること（Nutrition for Growth：

Accelerating progress against malnutrition with actions to promote access to healthy food for all）」が 開

催された。ここでは，2013 年の“成長のための栄養（Nutrition for Growth）”以降の進捗を確認し，

栄養不足だけでなく肥満などあらゆる形態の栄養不良に取り組む重要性を認識し，政府や他のステー

クホルダーが SMART（specific，measurable，achievable，relevant，time bound）なコミットメントを

行うことを歓迎する旨の声明が出された6,18）。

　その 2 ヵ月後に開催された 2016 年 10 月の伊勢志摩サミットでは，食料安全保障・栄養に関する

G7 国際シンポジウムにおいて，“成長のための栄養”サミットが世界規模の栄養に関する課題を進展

させるための重要な機会になることや，G7 は 2030 アジェンダにコミットすること等を確認した上で，

“食料安全保障と栄養に関する G7 行動ビジョン”が発表された19,20）。

4．第 2 回国際栄養会議（ICN2： Second International Conference on Nutrition）（2014-2025）

　2014 年にイタリアのローマで開催された，第 2 回国際栄養会議（ICN2）の成果文書“Framework 

for Action”において，アカウンタビリティ確保のために Global Nutrition Target 2025 等の既存の

数値目標の達成が掲げられた。しかし，同行動枠組みは義務的なものではなかった5）。

　このように，保健医療や栄養を取り巻く国際的な取組みは，社会情勢や国際的なイベントと密接に

関連しながら少しずつ形を変えて実施されてきた。多くの場合において，特定の課題に対しては，そ

の分野の専門家が中心となって取り組んできた歴史がある。

　しかしながら，社会経済や地球環境及び地域間・国家間の関わり方は急速に変化し，或る課題に関

して特定分野の専門家だけで取り組むのではなく，分野横断型かつ総合的に取り組む動きも並行して

起こってきた。また，掲げた目標の達成度合いを定量的に評価し総括する必要性も高まった。

III．ミレニアム開発目標（MDGs）から持続可能な開発目標（SDGs）へ

　ここでは，MDGs から SDGs への流れを述べた後，表題にある SDGs に重点をおいて解説を加える。

1．ミレニアム開発目標（MDGs）2000~2015 年
　上記のような潮流の中で，2000 年 9 月，ニューヨークの国連本部で開催された国連ミレニアム・
サミットに参加した 147 の国家元首を含む 189 の国連加盟国代表が，21 世紀の国際社会の目標として，

より安全で豊かな世界づくりへの協力を約束する「国連ミレニアム宣言」を採択した。この宣言と

1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットでの開発目標をまとめたものがミレニアム開発目

標（Millennium Development Goals: MDGs）である。MDGs では国際社会の支援を必要とする課題に

対して 2015 年までに達成するとする期限付きの 8 つの目標（表 1），21 のターゲット，60 の指標を掲

げていた21,22）。

　21 のターゲットに関しては，付録 1 に示した。

　MDGs は一定の成果をあげたものの，一方で未達成の課題も残されたとされる。例えば，極度の

貧困半減や HIV/エイズ・マラリア対策等は達成されたが，乳幼児や妊産婦の死亡率削減は未達成で

あり，特にサブサハラアフリカ等で達成に遅れがみられた22）。
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　MDGs が採択された 2000 年から，期限として設定された 2015 年までの 15 年間に，世界情勢は大

きく変化した。それまでにないスピードで人や資本が国境を越え，グローバルな経済活動が拡大して

いくと同時に，エボラ出血熱や SARS（重症急性呼吸器症候群）等の感染症・気候変動・格差拡大等の

課題もグローバルに影響し合うようになった。また，MDGs の枠組みでは対応しきれない新たな問

題も浮上してきた。例えば，非感染性疾患や高齢化の進行等である。

　このようなパラダイムシフトは保健医療に関する研究領域においても無関係ではなく，国境を越え

た課題を扱う分野を表す“international health”や“tropical medicine”等の従来から用いられて

きた用語が，“global health”という用語にシフトしていく傾向がみられた。これは，あらゆる事象

がグローバル化していく時代においては，もはやどのような課題も特定の地域に留まることがなくな

ったことを反映しているといえよう23）。

　PubMed で検索可能な学術論文を対象に，“international health”と“global health”が用いら

れた回数を調査した論文によると，1950 年代には“global health”を用いた論文は 54 件に過ぎなか

ったが，1970 年代には 1137 件に増え，2000 年代に入ると 39759 件に増えたことが示されている24）。

2．持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）

【SDGs の概要と理念】
　『持続可能な開発』とは，「環境と開発に関する世界委員会」が 1987 年に公表した報告書「Our 

Common Future（通称ブルントラント報告）」の中心的な考え方として取り上げた概念で，「将来の世

代の欲求を満たしつつ，現在の世代の欲求も満足させるような開発」のことを言う。この概念は，環

境と開発を互いに反するものではなく共存し得るものとしてとらえ，環境保全を考慮した節度ある開

発が重要であるとの考えに立つものである25）。

　日本の公害問題を題材にした『夢の島―公害からみた日本研究』26）にも描かれた，人間社会が持続

的であるにはどのようなプロセスが必要なのかについての問いかけと，それに対する具体的な解決策

を希求する動きからは，現代社会の誰一人として無関係ではいられないだろう。

　グローバル化が進行するとともに，より多様な課題に対峙する必要性も増大し，2012 年には『人

間の安全保障』iv）に関する国連決議が採択された27）。

　このように，或る課題に対して，特定の地域や分野に限定した取組みでは対応しきれない時代を迎

えた中，2015年9月に，持続可能な開発のための“2030アジェンダ”が国連で採択された。これは，様々

な課題解決に向けた取組みを，開発途上国だけに留めず，世界全体のグローバルな統合的取組みとし

て位置付けて作成されたものである。MDGs は，発展途上国向けの開発目標として策定されたもの

目標 1. 極度の貧困と飢餓の撲滅
目標 2. 初等教育の完全普及の達成
目標 3. ジェンダー平等推進と女性の地位向上
目標 4. 乳幼児死亡率の削減
目標 5. 妊産婦の健康の改善
目標 6. HIV/エイズ，マラリア，その他の疾病の蔓延の防止
目標 7. 環境の持続可能性確保
目標 8. 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

表 1.　ミレニアム開発目標（MDGs）
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であるが，それに対して“2030 アジェンダ”は，先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会

全体の普遍的な目標として採択された。その中に『持続可能な開発目標（SDGs）』として 17 のゴー

ル（目標）と 169 のターゲットが掲げられた28,29）。（付録 2,3,4 参照）

　なお，“2030 アジェンダ”の前文には，以下のように記されている。

我々は，2030年までに以下のことを行うことを決意する。あらゆる貧困と飢餓に終止符を打つこと。国内的・

国際的な不平等と戦うこと。平和で，公正かつ包摂的な社会をうち立てること。人権を保護しジェンダー

平等と女性・女児の能力強化を進めること。（中略）我々は，持続可能で，包摂的で持続的な経済成長，共有

された繁栄及び働きがいのある人間らしい仕事のための条件を，（中略）作り出すことを決意する。28,29）

　以上のような大きな潮流の中で，SDGs では，（1）普遍性，（2）包摂性，（3）参画型，（4）統合性，

（5）透明性と説明責任を原則とし，経済・社会・環境をめぐる広範な課題に，総合的に取り組むこと

を目指している。民間企業・NGO/NPO・地方自治体・消費者等，多様なセクターとの連携強化を

重視している点も特徴的である28-30）。

【SDGs の構造の特徴】
　SDGs では，17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられている。これらは相互に関連し合

いながら構成されており，（付録 2,3,4）単一の事象に対して特定の分野からだけのリソースを注ぎ数

値目標を達成する性質のものではない。

　例えば，2011 年に発生し未曽有の被害をもたらした東日本大震災では，ライフラインの改善のみ，

健康面の改善のみ，経済面での改善のみといった，既存の縦割り的なアプローチからだけでは生活全

体を復旧・復興させるのが難しいことが再認識された。

　『防災』と SDGs の関連については，SDGs の中の単一の目標あるいは単一のターゲットだけでは

なく，17 の目標のうち，1，2，3，4，9，11，13，14，15 の 9 つの目標が関連しているといえる（付

録 2 参照）。それぞれの責任省庁や自治体，民間企業や NGO・NPO などのプレイヤーなどが多くな

ることによって，より多面的で多層的なリソースが注入されることとなり，結果として防災への対応

がより堅固になるといえる。

　このように，具体的なターゲットや指標が相互に関連し合っていることにより，分野横断的で包摂

的な取組みを促す仕組みが内包されているのが SDGs の特徴である。

　このことは，グローバル化に伴う社会経済的状況や自然災害の及ぼす規模及び影響が，極めて大き

くなってきている現代社会の実情に対応しているともいえよう。

【SDGs の進捗過程に期待されている特徴】
　SDGs には，上記に述べたような特徴があるため，その進捗過程においても個々のターゲットが独

立して進捗していくのではなく，専門領域間での協力が促進され，相乗効果を出しながら加速度的に

達成に向かうことが期待されている。同時に，透明性と説明責任を担保するための，エビデンスのク

オリティが高い評価手法も重要である。健康関連の SDGs の指標に関しては，世界 188 ヵ国におけ

る 1990 年から 2016 年までの進捗状況がランセット誌に発表されている31,32）。このように，適切な

評価を実施することも，科学者コミュニティの役割の一例といえよう。

　SDGs の理念と特徴を踏まえた上で，栄養及び健康に特に関連の深い目標 2 と目標 3 を中心に取り

上げて，以下に解説する。
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2−①　目標 2：飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進する
　SDGs の目標 2 の詳細なターゲットは，広範囲に亘って設定されている。ここでは，冒頭に述べた

国際的な枠組み作りの潮流との関連を述べる（付録 3 参照）。

　SDGs 以前に採択されてきた，栄養に関する一連の期限付きの国際的な目標は，順次達成期限を迎

えることになる。一例として，2012 年の第 65 回世界保健総会において採択された，“Comprehensive 

implementation plan on maternal, infant and young child nutrition”においては，全ての栄養不

良を解消するための優先課題として母子の栄養改善に焦点をあて，2025 年までに達成すべき目標

（Global Nutrition Target 2025：WHO 国際栄養目標 2025）が設定されている（表 2 参照）。

　表 3 には，SDGs の目標 2 に関連して設定されたターゲットの一部を抜粋して示した（表 3 参照）。

　表 2 と表 3 を比較すると，WHO 国際栄養目標 2025 では，単一の疾患や症候群に焦点が絞られて

いたが，SDGs ではより包摂的な内容になっていることが分かる。仮に 2025 年までに未達成の目標

が残ったとしても，2030 年を期限とする SDGs によってフォローされることになり，まさに“2030

アジェンダ”のスローガンである「No one will be left behind（誰一人取り残さない）」28）を実現するた

めの仕組みになっているといえよう。

2−②　目標 3：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する
　SDGs の目標 3 に関連したターゲットの内容は，長年取組みが実施されてきた妊産婦や乳幼児の死

亡率削減や感染性疾患への対策に加えて，近年問題になってきた非感染性疾患（生活習慣病等）や精

神保健，及び社会経済や環境の変化に関連が深い項目（交通事故，環境汚染，たばこ規制等）や人材開

発まで，多岐に亘っている（付録 4 参照）。

　特に，ターゲット 3.8 の“すべての人々に対する財政リスクからの保護，質の高い基礎的な保健サ

ービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む，

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。”は，『人間の安全保障』の理念に照らして

目標 1 Stunting（発育阻害）：5 歳以下の子供の発育阻害の割合を 40％減らす。
目標 2 Anemia（貧血）：生殖可能年齢にある女性の貧血を 50％減らす。
目標 3 Low Birth Weight（低体重）：出生時の低体重児を 30％減らす。
目標 4 Childhood Overweight（過体重）：子供の過体重を増やさない。
目標 5 Breastfeeding（母乳育児）：生後6ヶ月間の完全母乳育児の割合を50％以上にする。
目標 6 Wasting（消耗症）：小児期の消耗症の割合を 5％以下に減少・維持する。

目標 2. 飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進
する。

2.1 2030 年までに，飢餓を撲滅し，すべての人々，特に貧困層及び幼児を含む脆弱
な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。

2.2 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲッ
トを 2025 年までに達成するなど，2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消
し，若年女子，妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。

表 2.　Global Nutrition Target 2025（WHO 国際栄養目標 2025）

表 3.　SDGs より一部抜粋
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も，「No one will be left behind（誰一人取り残さない）」を実現するための特筆すべきターゲットである。

　言うまでもなく，健康と栄養は互いに切り離すことができない関係にある。SDGs の目標 2 と目標

3 が密接に関連している事例として，高齢者の健康と栄養の関連が挙げられる。

　近年，世界規模での高齢化が急速に進行しており，高齢者における健康寿命の延伸や認知機能維持，

身体的虚弱予防に向けた取組みの重要性は一層増している。この課題に関して，従来は薬物的な介入

のみ，あるいは栄養面での改善のみ等の単一の領域からのアプローチが多かった。しかし最近では，

薬物・栄養・運動・精神面・社会面等の複合的な介入方法を用いた試みが増えてきており，エビデン

スのクオリティが高いとされる RCT（Randomized Controlled Trial）や，それに基づくメタアナリシ

スの手法を用いた研究を含む研究成果が続々と発表されてきている33-39）。新しい社会的な課題に対

して，分野横断的で複合的な取組みの必要性が高まっていることの一例である。

3−①［SDGs を推進するための体制］
　“2030 アジェンダ”においては，「各々の政府は，これら高い目標を掲げるグローバルなターゲッ

トを具体的な国家計画プロセスや政策，戦略に反映していくことが想定されている」と記されてい

る28,29）。

　日本においても，国内の施策と関連づけられる SDGs のゴール及びターゲット，関連省庁が具体

的に公表されている。また，評価指標が具体的に示されており，客観的指標に基づいた取組み状況の

確認及び報告も適切に行うことになっている28）。単なるお題目やスローガンとして掲げるだけでは

なく，目標達成のためにコミットするような体制が整備されている。

　例えば，政府の SDGs 実施指針において，「途上国の食料システム強化」に関して以下のように述

べられている。“世界の食料安全保障や途上国の経済成長等に貢献するとともに，企業の経済活動を

拡大するため，官民連携による，栄養改善事業の国際展開のための「栄養改善事業推進プラットフォ

ーム」及びアフリカの栄養改善のための実践活動を加速化する「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ

（IFNA）」の取組を推進するとともに，途上国等におけるフードバリューチェーンの構築（農業生産か

ら製造・加工，流通，消費に至るまでの各段階の付加価値をつなぐこと）を促進する。”28）

　このことと関連づけられるSDGsのゴール及びターゲットは，2.1，2.2，2.3，2.4，2.a，12.3とされ，

評価指標は①栄養改善事業推進プラットフォームに関連するセミナー参加社・団体数②二国間政策対

話を含む官民ミッション派遣国の数③ FVC に関連する事業の数と明記されている。関係省庁等とし

ては，外務省，農林水産省，JICA が挙げられている28）。

　同様に，「食品ロス削減・食品リサイクルの促進」に関しては，“「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」に基づく，食品廃棄物等の発生抑制・減量，飼料や肥料等の原材料としての再生利

用等の取組を推進する。”の評価指標は① SDGs 小目標 12.3 に対応する新たな指標（関係省庁と今後検

討）②業種別の再生利用等実施率③国産原料由来のエコフィードの生産量目標と明記されている。“家

庭等から排出される食品ロス削減に向けた普及啓発等の推進，地方公共団体が中心となった食品ロス

削減に向けた取組の促進や，食品ロス問題の認知向上等のための消費者向けの情報提供を行う。”の

評価指標は“消費者意識基本調査による「食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合」”

と述べられ，関係省庁等としては，消費者庁，農林水産省，環境省が挙げられている28）。

　また，SDGs 実施のための府省庁ごと又は各府省庁横断的な取組を推進していくための政策誘導と
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して，必要に応じた関係制度改革の検討や，適切な財源確保に努めるとしている28）。

3−②［ステークホルダーとの連携］
　2030 アジェンダには，以下のように記されている。

今日 2030 年への道を歩き出すのはこの「われら人民」である。我々の旅路は，政府，国会，国連システム，

国際機関，地方政府，先住民，市民社会，ビジネス・民間セクター，科学者・学会，そしてすべての人々

を取り込んでいくものである29）。（外務省作成による仮訳をベースに，筆者が編集。以下同様）

ステークホルダーの例 1：NPO・NGO
　NPO・NGO は，これまでの国内外の様々な課題解決においても重要な役割を担ってきた。今後も，

国際的・地域的ネットワークを活かした活動において，NPO・NGO が果たす役割は極めて大きいと

考えられる。NPO・NGO が，SDGs 推進における重要なパートナーであると位置づけ，効果的な連

携を一層推進していくとしている28,29）。

　また，近年においては，市民コミュニティや地域住民のグループの活動にも期待が高まっており，

資金調達の方法に関しても，いわゆるクラウドファンディング等を活用したまちづくり活動などの多

様化がみられている。

ステークホルダーの例 2：地方自治体
　SDGs を全国的に実施するためには，広く全国の地方自治体及びその地域で活動するステークホル

ダーによる積極的な取組みの推進が必要である。この観点から，各地方自治体に対して各種計画等の

策定や改訂の際は SDGs の要素を最大限反映することを奨励しつつ，関係するステークホルダーと

の連携の強化等，SDGs 達成に向けた取組みを促進するとしている28,29）。

ステークホルダーの例 3：科学者コミュニティ
　科学技術の発展は，どのような分野においても課題解決に不可欠な要素である。また，テクノロジ

ーの発展のみならず，SDGs 達成のための適切な指標の設定及びモニタリング・レビュー等における

科学的な分析や，根拠に基づく介入においても，科学者コミュニティの果たす役割は大きい28）。

ステークホルダーの例 4：民間企業
　SDGs の達成のために，民間セクターに期待されている部分は非常に大きい。民間企業等が有する

資金や技術を社会課題の解決に効果的に役立てていくことは SDGs の達成に向けた鍵であるとされ

ている28）。既に一部の民間企業が SDGs に社会貢献活動の一環として取り組むのみならず，SDGs

を自らの本業に取り込み，ビジネスを通じて社会的課題の解決に貢献することに取り組んでいる28）。

　例 え ば，食 品 の 国 際 認 証 に 関 連 し て，日 本 国 内 に お い て も ASCv）（Aquaculture Stewardship 

Council），MSCvi）（Marine Stewardship Council）等の国際認証に基づく，“持続可能な”裏付けのある

原料の 100％利用を目指したり，農業生産工程管理基準であるグローバル G.A.P. 認証基準vii）に基づ

いた農産物の生産・提供を行う等を行っている企業や団体がある40）。

　食品の国際認証に関する意識は，2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピックを契機として，

世界的に高まってきているが，2016 年の時点で日本国内において ASC 認証を取得したのは南三陸の

カキ養殖のみ，MSC認証を取得したのは北海道のホタテ漁と京都のアカガレイ漁の2漁業のみであり，

国内ではASC・MSC認証が進んでいないのが現状である。一方で，日本独自のマリン・エコラベル・
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ジャパン（MEL ジャパン）や養殖エコラベル（AEL）も存在している。

　グローバル G.A.P. 認証基準は，1）農作物の安全性　2）労働者の保全　3）環境の保全の大きな 3

つの要素で構成されている。物理的・生物的・科学的に安全な農作物を，労働者や環境に過重な負荷

をかけず持続可能な形で生産していると認証されたものに与えられるのがグローバル G.A.P. である。

一方で，農作物の安全性に大きな比重を置いた日本独自の G.A.P. が存在しており，グローバル

G.A.P. 認証が進んでいないのが現状である。

　2020 年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け て，ASC・MSC 認 証 及 び グ ロ ー バ ル

G.A.P. 認証の認知度とカバレッジが高まることが期待される。

ステークホルダーの例 5：消費者
　持続可能な生産と消費には，生産者だけではなく消費者の在り方も重要である。全ての消費者が，

商品の安全性のみならず，その生産プロセスや環境保全にも配慮した商品を能動的に選択していく必

要性が高まってきている。今後，消費者に対する教育や正確な情報発信の重要性は更に増していくと

考えられる。

IV．結　　語

　以上のように，世界規模の課題解決における栄養の占める役割は非常に大きく，決して切り離すこ

とができないものである。管理栄養士として活動する舞台は，国内に留まらず，一層拡大している。

同時に，どの場所で活動していようとも世界的な課題に直結する時代になっている。常に国際的な動

向を念頭に置いておくことが進路の選択肢の幅を増やすためにも重要である。

注）

i）  WHO 憲 章 で は，“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity.”（健康とは，肉体的，精神的及び社会的に完全に良好な状態であり，
単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」）と定義されている。WHO 憲章は，1946 年 7 月 22 日にニ
ューヨークで 61 ヵ国の代表により署名され，1948 年 4 月 7 日より効力が発生した。（CONSTITUTION 
OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION）。

ii）  アルマアタ宣言は，プライマリ・ヘルス・ケア（PHC）の大切さを明確に示した最初の国際宣言でもある。
本宣言以降，PHC アプローチは，「すべての人々に健康を」（Health for All: HFA）イニシアティブの目
標達成の鍵として世界保健機関加盟国に受け入れられてきた。

iii）  カナダのオタワにおいて第 1 回世界ヘルスプロモーション会議が開催され，その成果がオタワ憲章として
まとめられた。憲章のなかで，ヘルスプロモーションは，「自らの健康を決定づける要因を，自らよりよく
コントロールできるようにしていくこと」と定義されている。

iv）  人間の安全保障：UNDP が 1994 年の『人間開発報告書』の中で初めて提唱した概念である。2001 年に国連
が設立し，緒方貞子・元国連難民高等弁務官とアマルティア・セン・経済学者 /ノーベル賞受賞者が共同議
長を務めた人間の安全保障委員会の報告書では，「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り，すべ
ての人の自由と可能性を実現すること」とした。具体的には，「恐怖からの自由（freedom from fear）」，「欠
乏からの自由（freedom from want）」，「人間の尊厳（human dignity）」などが挙げられる。

v）  ASC（Aquaculture Stewardship Council）：水産養殖管理協議会。環境や地域社会に配慮した養殖場で生
産された水産物の認証制度を運営している。

vi）  MSC（Marine Stewardship Council）：海洋管理協議会。持続可能で社会的に責任ある方法で漁獲された
天然水産物の認証制度を運営している。

vii）  グローバル G.A.P.（Good Agricultural Practices）：農業生産工程管理。1）食品の安全性　2）労働者の保
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全　3）環境の保全で構成されている，農作物の基準。
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［付録 1．MDGs のターゲット］
目標 1. 極度の貧困と飢餓の撲滅
ターゲット 1.A

1.B

1.C

2015 年までに 1 日 1.25 ドル未満で生活する人口の割合を 1990 年の水準の半数に減少
させる。
女性，若者を含むすべての人々に，完全かつ生産的な雇用，そしてディーセント・ワ
ークの提供を実現する。
2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を 1990 年の水準の半数に減少させる。

目標 2. 初等教育の完全普及の達成
ターゲット 2.A 2015 年までに，全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるように

する。
目標 3. ジェンダー平等推進と女性の地位向上
ターゲット 3.A 可能な限り 2005 年までに，初等・中等教育における男女格差を解消し，2015 年までに

全ての教育レベルにおける男女格差を解消する。
目標 4. 乳幼児死亡率の削減
ターゲット 4.A 2015 年までに 5 歳未満児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1 に削減する。
目標 5. 妊産婦の健康の改善
ターゲット 5.A

5.B
2015 年までに妊産婦の死亡率を 1990 年の水準の 4 分の 1 に削減する。
2015 年までにリプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを実現する。

目標 6. HIV/エイズ，マラリア，その他の疾病の蔓延の防止
ターゲット 6.A

6.B
6.C

HIV/エイズの蔓延を 2015 年までに食い止め，その後減少させる。
2010 年までに HIV/エイズの治療への普遍的アクセスを実現する。
マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015 年までに食い止め，その後発生率を減
少させる。

目標 7. 環境の持続可能性確保
ターゲット 7.A

7.B
7.C

7.D

持続可能な開発の原則を国家政策及びプログラムに反映させ，環境資源の損失を減少
させる。
生物多様性の損失を 2010 年までに確実に減少させ，その後も継続的に減少させ続ける。
2015 年までに，安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減
する。
2020 年までに，少なくとも 1 億人のスラム居住者の生活を改善する。

目標 8. 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
ターゲット 8.A

8.B

8.C

8.D

8.E

8.F

さらに開放的で，ルールに基づく，予測可能でかつ差別的でない貿易及び金融システ
ムを構築する（良い統治，開発及び貧困削減を国内的及び国際的に公約することを含
む。）
後発開発途上国の特別なニーズに取り組む（後発開発途上国からの輸入品に対する無
税・無枠，重債務貧困国（HIPC）に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための
拡大プログラム，貧困削減にコミットしている国に対するより寛大な ODA の供与を含
む。）
内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む（小島嶼開発途上国
のための持続可能な開発プログラム及び第 22 回国連総会特別会合の規定に基づく。）
債務を長期的に持続可能なものとするために，国内及び国際的措置を通じて開発途上
国の債務問題に包括的に取り組む。
製薬会社と協力して，開発途上国において人々が安価で必要不可欠な医薬品を入手で
きるようにする。
民間部門と協力して，特に情報・通信における新技術による利益が得られるようにする。
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［付録 2．SDGs の 17 の目標］
目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
目標 2. 飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進する
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する
目標 4. すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し，生涯学習の機会を促進する
目標 5. ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児の能力強化を行う
目標 6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
目標 7. すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

目標 8.
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間ら
しい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

目標 9.
強靱（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの
推進を図る

目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する
目標 11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する
目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し，持続可能な形で利用する
目標 15. 陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，砂漠化への対処，なら

びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に司法へのアクセスを提供し，

あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップを活性化する

　

［付録 3．SDGs の目標 2. のターゲット］
目標 2. 飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進する

2.1 2030 年までに，飢餓を撲滅し，すべての人々，特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が
一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。

2.2 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを 2025 年までに
達成するなど，2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し，若年女子，妊婦・授乳婦及び高齢
者の栄養ニーズへの対処を行う。

2.3 2030 年までに，土地，その他の生産資源や，投入財，知識，金融サービス，市場及び高付加価値化
や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて，女性，先住民，家族農家，
牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

2.4 2030 年までに，生産性を向上させ，生産量を増やし，生態系を維持し，気候変動や極端な気象現象，
干ばつ，洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ，漸進的に土地と土壌の質を改善させ
るような，持続可能な食料生産システムを確保し，強靭（レジリエント）な農業を実践する。

2.5 2020 年までに，国，地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通
じて，種子，栽培植物，飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し，
国際的合意に基づき，遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生
じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

2.a 開発途上国，特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために，国際協力の強化などを通じて，
農村インフラ，農業研究・普及サービス，技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡
大を図る。

2.b ドーハ開発ラウンドの決議に従い，すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべて
の輸出措置の並行的撤廃などを通じて，世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止
する。
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2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため，食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保
するための措置を講じ，食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。

［付録 4．SDGs の目標 3. のターゲット］
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する

3.1 2030 年までに，世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。
3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし，5 歳以下死亡率を少

なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指し，2030 年までに，新生児及び 5 歳未満
児の予防可能な死亡を根絶する。

3.3 2030 年までに，エイズ，結核，マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するととも
に肝炎，水系感染症及びその他の感染症に対処する。

3.4 2030 年までに，非感染性疾患による若年死亡率を，予防や治療を通じて 3 分の 1 減少させ，精神保
健及び福祉を促進する。

3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む，物質乱用の防止・治療を強化する。
3.6 2020 年までに，世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
3.7 2030 年までに，家族計画，情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを

含む，性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。
3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護，質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安

全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む，ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）を達成する。

3.9 2030 年までに，有害化学物質，ならびに大気，水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大
幅に減少させる。

3.a すべての国々において，たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援す

る。また，知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するド
ーハ宣言に従い，安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護
及び，特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関
する協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約した
ものである。

3.c 開発途上国，特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用，能
力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

3.d すべての国々，特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告，危険因子緩和及び危
険因子管理のための能力を強化する。

（ますの　かなこ　　管理栄養学科）　　　　　　　　　　　　　

（はしもと　ゆきえ　　管理栄養学科）　　　　　　　　　　　　

（こんどう　てつお　　国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所）


